
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

警
察
本
部
告
示

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
手
続
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

警
察
本
部
訓
令

警
察
署
及
び
警
察
学
校
の
収
入
及
び
支
出
に
関
す
る
事
務
等
の
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
警
察
本
部
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
任
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
四

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

大
分
県
警
察
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
六

大
分
県
警
察
に
お
け
る
災
害
警
備
活
動
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

〇
警
察
本
部
告
示

〇
警
察
本
部
訓
令

目

次

大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
１６号

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
手
続
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
４
年
大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
４８号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
令
和
７
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長

幡
野

徹
別
表
第
１
中

令
和
３
年
６
月
１
日

第
５
条
第
１
項

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
平
成
３
年
国
家
公
安
委
員
会

「
規
則
第
１
号
）

」

を
削
る
。附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
９
号

警
察
学
校

警
察

署
警
察
署
及
び
警
察
学
校
の
収
入
及
び
支
出
に
関
す
る
事
務
等
の
決
裁
規
程
（
平
成
２１年

大
分
県
警
察
本
部

訓
令
第
１１号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
幡
野

徹
別
表
第
１
の
２
の
表
中
「
１
億
円
」
を
「
２
億
円
」
に
改
め
、
別
表
第
１
の
４
の
表
の
委
託
料
の
項
中

「
２，０００万

円
」
を
「
３，０００万

円
」
に
改
め
、
同
表
の
工
事
請
負
費
の
項
中
「
１
億
円
」
を
「
２
億
円
」
に

改
め
、
同
表
の
注
２
中
「
解
除
は
」
の
次
に
「
、
か
い
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
み
の
決
裁
と
し
」
を
加

え
、
同
表
の
注
３
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
契
約
金
額
の
減
額
を
伴
う
と
き
は
、
か
い
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
み
の

決
裁
と
す
る
。

別
表
第
１
の
５
の
表
の
１
の
部
の
委
託
料
の
項
中
「
２，０００万

円
」
を
「
３，０００万

円
」
に
改
め
、
同
表
の

注
３
中
「
解
除
は
」
の
次
に
「
、
か
い
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
み
の
決
裁
と
し
」
を
加
え
、
同
表
の
注

４
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
契
約
金
額
の
減
額
を
伴
う
と
き
は
、
か
い
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
み
の

決
裁
と
す
る
。

別
表
第
１
の
５
の
表
の
注
８
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
又
は
」
を
「
及
び
」
に
、
「
か
い

長
」
を
「
副
署
長
等
」
に
改
め
、
同
表
の
注
９
中
「
か
い
長
」
を
「
副
署
長
等
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１０号

令

和

七

年

（ 月 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

二
九

三
月
三
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

一



１５
臨
時
的
任
用
職
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
で
あ
つ
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。

⑴
配
偶
者
、
父
母
、
子
（
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤

務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
１０条

第
１
項
第
２
号
の

表
の
備
考
２
及
び
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間

等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
２６年

大
分
県
規

任
用
期
間
に
お
い
て
５
日
（
義
務
教
育

終
了
前
の
子
が
２
人
以
上
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
１０日

）
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日

又
は
時
間

則
第
４０号

）
別
表
第
２
の
１９の

項
に
お
い
て
子
に
含

ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
祖
父
母
、
孫
及
び
配
偶
者
の
父

母
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
こ
れ

ら
の
者
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
場

合
⑵
義
務
教
育
終
了
前
の
子
の
母
子
保
健
法
第
１２条

第
１
項
若
し
く
は
第
１３条

第
１
項
に
規
定
す
る
健
康
診

査
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
３３年

法
律
第
５６号

）
第
１１条

に
規
定
す
る
健
康
診
断
若
し
く
は
予
防
接
種

の
付
添
い
又
は
感
染
症
の
予
防
の
た
め
の
学
校
等
へ

の
出
席
停
止
若
し
く
は
学
校
等
の
臨
時
休
業
に
よ
り

自
宅
待
機
す
る
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
場
合

⑶
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３１日

ま
で

の
間
に
あ
る
子
の
学
校
等
の
行
事
の
う
ち
、
入
園
、

卒
園
又
は
入
学
の
式
典
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
式
典

へ
の
参
加
を
す
る
場
合

５
負
傷
又
は
疾
病
（
公
務
上
の
も
の
を
除
く
。
）
の
た

め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

任
用
１
年
目
に
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給

休
暇
の
日
数
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の

都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

６
臨
時
的
任
用
職
員
が
、
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務

時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
１３条

の
４
第
１
項
に
規
定
す

る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
１
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に

つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

１
日
に
つ
き
２
時
間
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
４３年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
２１号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
幡
野

徹
第
７
条
か
ら
第
１０条

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
身
上
に
関
す
る
自
己
申
告
及
び
面
接
）

第
７
条
所
属
長
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
に
対
し
、
身
上
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
申
告
を
行
わ
せ
る
も
の

と
す
る
。
申
告
し
た
内
容
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
所
属
長
は
、
身
上
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
臨
時
的
任
用
職
員
に
対
し
、
警
務
課
長
が
別
に
定
め
る

方
法
で
面
接
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
８
条
か
ら
第
１０条

ま
で
削
除

第
１４条

の
２
第
１
項
中
「
別
表
第
１
の
６
の
項
及
び
１２の

項
か
ら
１４の

項
ま
で
」
を
「
別
表
第
１
の
５
の

項
」
に
改
め
、
「
次
項
並
び
に
」
を
削
り
、
「
６
か
月
以
上
の
」
を
「
１
年
以
上
の
」
に
改
め
、
同
条
第
２

項
中
「
（
別
表
第
２
の
２
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
任
用
期
間
が
６
か
月
以
上
と
定
め
ら
れ
た
臨
時

的
任
用
職
員
又
は
大
分
県
警
察
の
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
１
年
以
上
の
臨
時
的
任
用
職
員

に
、
同
表
の
７
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
任
用
期
間
が
６
か
月
以
上
と
定
め
ら
れ
た
臨
時
的
任
用
職

員
又
は
大
分
県
警
察
の
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
６
か
月
以
上
の
臨
時
的
任
用
職
員
に
限

る
。
）
に
対
し
、
同
表
」
を
「
に
対
し
、
別
表
第
２
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
及
び
第
４
項
中
「
別
表
第
１

の
６
の
項
及
び
１２の

項
か
ら
１４の

項
ま
で
」
を
「
別
表
第
１
の
７
の
項
及
び
１３の

項
か
ら
１５の

項
ま
で
」

に
、
「
別
表
第
２
の
４
の
項
」
を
「
別
表
第
２
の
３
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
中
１５の

項
を
１６の

項
と
し
、
１４の

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
１５の

項
と
す
る
。

別
表
第
１
の
１３の

項
中
「
別
表
第
２
の
５
の
項
」
を
「
別
表
第
２
の
４
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

１４の
項
と
し
、
同
表
中
５
の
項
か
ら
１２の

項
ま
で
を
１
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
４
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

別
表
第
２
中
２
の
項
を
削
り
、
３
の
項
を
２
の
項
と
し
、
４
の
項
を
３
の
項
と
し
、
５
の
項
を
４
の
項
と

し
、
６
の
項
を
５
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

二



特
殊

勤
務

手
当

実
績

簿

所
属

（
係
）

所
属
長

氏
名

（
年

月
）

作
業
種
別

号
(
)
号
(
)
号
(
)
号
(
)
号
(
)
号
(
)
号
(
)

特
殊
勤
務
手
当
の
作
業
別
適
用
号
数
表

日
実

績
実

績
実

績
実

績
実

績
実

績
実

績
1(
)

1号
捜

査
2(
)

2号
鑑

識
イ
現
場

3(
)

ロ
そ
の
他

4(
)

3号
看
守
護
送

5(
)

4号
白

バ
イ

6(
)

5号
パ

ト
7(
)

6号
交

通
イ
高
速

8(
)

ロ
そ
の
他

9(
)

7号
警

ら
10(

)
イ
検
視
官

11(
)

8号
死
体
取
扱

ロ
そ
の
他

12(
)

ハ
加
算
作
業

13(
)

イ
５
Ｈ
超

14(
)

9号
夜
間
特
殊
業
務

ロ
５
Ｈ
以
下

15(
)

ハ
２
Ｈ
未
満

16(
)

イ
２
０
Ｍ
ま
で

17(
)

10号
潜

水
ロ
３
０
Ｍ
ま
で

18(
)

ハ
３
０
Ｍ
超

19(
)

イ
爆
発
物
処
理

20(
)

11号
爆
発
物
等
処
理

ロ
火
薬
保
管
立
入

21(
)

ハ
危
険
物
質
処
理

22(
)

イ
遭
難
救
助

23(
)

12号
遭
難
救
助
等

ロ
大規模な災害に係る遭難救助

24(
)

ハ
訓
練

25(
)

13号
航
空
機
操
縦

イ
操
縦

26(
)

ロ
危
険
作
業

27(
)

14号
航
空
機
整
備

28(
)

イ
１
整
備
士

29(
)

15号
航
空
機
搭
乗

ロ
１
そ
の
他

30(
)

イ
２
危
険
作
業
(整
備
士
)

31(
)

ロ
２
危
険
作
業
(そ
の
他
)

コ
ー
ド

イ
天
皇
等
の
警
衛

単
価

16号
身
辺
警
護

ロ
そ
の
他
の
警
衛

日
（
回
）
数

ハ
警
護

支
給
金
額

円
円

円
円

円
円

円
17号

海
外
情
報
収
集

18号
銃
器
犯
罪
捜
査

19号
緊
急
呼
出
夜
間

場
合

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

第
１
号
様
式

（第
４
条
関
係

）

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１１号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
５４年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１６号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
幡
野

徹
別
表
の
２
の
項
中
「
犯
罪
現
場
に
お
い
て
犯
罪
鑑
識
作
業
に
従
事
し
た
職
員
」
の
次
に
「
（
情
報
技
術
解

析
作
業
に
あ
っ
て
は
、
生
活
安
全
部
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
に
勤
務
す
る
職
員
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
１
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１２号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
本
部
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
任
す
る
規
程
（
平
成
７
年
大
分
県
警
察
本
部
訓

令
甲
第
１２号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
幡
野

徹
第
３
条
中
「
。
以
下
「
府
令
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
同
条
第
１
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴
課
長
等

ア
所
属
の
職
員
（
課
長
等
を
除
く
。
）
に
旅
行
を
命
じ
る
こ
と
。

イ
証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
、
通
訳
、
講
師
等
の
旅
行
を
依
頼
す
る
こ
と
。

第
３
条
第
２
号
ア
中
「
及
び
府
令
第
１６条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
日
額
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
職
員
」
を

削
る
。
附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１３号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
７
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第

１６号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
幡
野

徹
第
９
条
の
２
第
２
項
中
「
規
定
す
る
部
分
休
業
又
は
」
を
「
規
定
す
る
部
分
休
業
、
」
に
改
め
、
「
規
定

す
る
育
児
時
間
」
の
次
に
「
又
は
条
例
第
１３条

の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
、

「
又
は
当
該
育
児
時
間
」
を
「
、
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
改
め
る
。

第
９
条
の
２
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
子
育
て
部
分
休
暇
）

第
９
条
の
３
条
例
第
１３条

の
４
第
２
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
時
間
は
、
１
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か

ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
２
時
間
（
育
児
休
業
法
第
１９条

第
１
項
に
規
定
す
る
部
分

休
業
、
育
児
休
業
条
例
第
２５条

第
２
項
に
規
定
す
る
育
児
時
間
又
は
条
例
第
１３条

の
３
第
１
項
に
規
定
す

る
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
２
時
間
か
ら
当
該
部
分

休
業
、
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
と
す

る
。

２
子
育
て
部
分
休
暇
の
単
位
は
、
３０分

と
す
る
。

第
１５条

の
２
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
請
求
等
）

第
１５条

の
３
職
員
は
、
条
例
第
１３条

の
４
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

子
育
て
部
分
休
暇
承
認
請
求
書
（
第
６
号
様
式
の
４
）
に
よ
り
、
子
育
て
部
分
休
暇
を
始
め
よ
う
と
す
る

１
月
前
ま
で
に
、
子
育
て
部
分
休
暇
を
行
お
う
と
す
る
期
間
に
つ
い
て
包
括
的
に
所
属
長
に
請
求
し
、
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
所
属
長
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
の
請
求
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
所
属
長
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
し
た
場
合
に
は
、
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
承
認
請
求
書
の
写
し

を
添
付
し
て
、
警
務
課
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
１９条

第
１
号
ア
中
「
職
員
で
運
転
免
許
証
の
即
日
交
付
に
従
事
す
る
事
務
職
員
」
を
「
事
務
職
員
（
課

長
補
佐
以
下
の
職
に
あ
る
者
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
２２条

の
２
第
１
号
イ
中
「
（
高
等
部
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ウ
学
校
教
育
法
第
８１条

第
２
項
及
び
第
３
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
級
（
小
学
校
又
は
中
学
校
に

置
か
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
就
学
中
の
子
を
養
育
す
る
職
員

第
６
号
様
式
の
３
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

四



（
裏
）

子
育
て
部
分
休
暇
承
認
取
消
簿

日
付

休
暇
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
時
間

時
間
数
請
求
者
所
属
長

備
考

午
前

午
後

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

時
分
か
ら

時
分
か
ら

時
間

時
分
ま
で

時
分
ま
で

分

第
６
号
様
式
の
４

（第
15条
の
３
関
係

）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

五



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

５
負
傷
又
は
疾
病
（
公
務
上
の
も
の
を
除
く
。
）
の
た

め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
年
度
（
４
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３

月
３１日

ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
お
い
て
、
第
２５条

第
４
項
の
表
の
初

年
度
の
項
に
掲
げ
る
日
数
を
超
え
な
い

範
囲
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る

期
間

５
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３１日

ま
で
の

間
に
あ
る
子
（
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に

関
す
る
条
例
第
１０条

第
１
項
第
２
号
の
表
の
備
考
２
及

び
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
昭
和
２６年

大
分
県
規
則
第
４０号

）
別
表
第

２
の
１９の

項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育

す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

⑴
そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ

た
そ
の
子
の
世
話
の
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合

⑵
そ
の
子
の
母
子
保
健
法
第
１２条

第
１
項
若
し
く
は

第
１３条

第
１
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
、
学
校
保
健

安
全
法
（
昭
和
３３年

法
律
第
５６号

）
第
１１条

に
規
定

す
る
健
康
診
断
若
し
く
は
予
防
接
種
の
付
添
い
又
は

感
染
症
の
予
防
の
た
め
の
学
校
等
へ
の
出
席
停
止
若

し
く
は
学
校
等
の
臨
時
休
業
に
よ
り
自
宅
待
機
す
る

そ
の
子
の
世
話
を
行
う
場
合

一
の
年
度
に
お
い
て
５
日
（
そ
の
養
育

す
る
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月
３１日

ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
２
人

以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１０日

）
の

範
囲
内
の
日
又
は
時
間

第
８
号
様
式
の
２
中

「
午
前

時
分
か
ら
午
後

時
分
ま
で
（

）
午
前

時
分
か
ら
午
後

時
分
ま
で
（

）
を
削
る
。

午
前

時
分
か
ら
午
後

時
分
ま
で
（

）
午
前

時
分
か
ら
午
後

時
分
ま
で
（

）
」

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１４号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
２
年
大
分

県
警
察
本
部
訓
令
第
２６号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
幡
野

徹
第
１３条

の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
身
上
に
関
す
る
自
己
申
告
及
び
面
接
）

第
１３条

の
２
所
属
長
は
、
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
、
身
上
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
申
告
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
申
告
し
た
内
容
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
所
属
長
は
、
身
上
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対

し
、
警
務
課
長
が
別
に
定
め
る
方
法
で
面
接
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
２１条

の
６
中
「
１００分

の
２１０」

を
「
１００分

の
３１５」

に
改
め
る
。

第
２６条

第
１
項
中
「
別
表
第
１
の
６
の
項
、
１２の

項
及
び
１３の

項
」
を
「
別
表
第
１
の
５
の
項
」
に
改

め
、
「
又
は
大
分
県
警
察
の
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
６
か
月
以
上
の
会
計
年
度
任
用
職
員
」

を
削
り
、
同
条
第
２
項
中
「
別
表
第
２
の
６
の
項
及
び
７
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
６
か
月
以
上
の

任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
大
分
県
警
察
の
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が

６
か
月
以
上
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
、
同
表
の
８
の
項
」
を
「
別
表
第
２
の
７
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第

３
項
及
び
第
４
項
中
「
別
表
第
１
の
６
の
項
、
１２の

項
及
び
１３の

項
」
を
「
別
表
第
１
の
７
の
項
、
１３の

項
及
び
１４の

項
」
に
、
「
別
表
第
２
の
４
の
項
、
６
の
項
及
び
７
の
項
」
を
「
別
表
第
２
の
３
の
項
、
５
の
項

及
び
６
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
中
１４の

項
を
１５の

項
と
し
、
同
表
の
１３の

項
中
「
別
表
第
２
の
５
の
項
」
を
「
別
表
第
２
の
４

の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
１４の

項
と
し
、
同
表
中
７
の
項
か
ら
１２の

項
ま
で
を
１
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
表
の
６
の
項
中
「
（
４
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
３１日

ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、

同
項
を
同
表
の
７
の
項
と
し
、
同
表
中
５
の
項
を
６
の
項
と
し
、
４
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
２
中
２
の
項
を
削
り
、
３
の
項
を
２
の
項
と
し
、
４
の
項
を
３
の
項
と
し
、
５
の
項
を
４
の
項
と

し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

六



⑶
そ
の
子
の
学
校
等
の
行
事
の
う
ち
、
入
園
、
卒
園

又
は
入
学
の
式
典
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
式
典
へ
の

参
加
を
す
る
場
合

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

別
表
第
２
中
６
の
項
を
削
り
、
７
の
項
を
６
の
項
と
し
、
８
の
項
を
７
の
項
と
し
、
９
の
項
を
８
の
項
と

す
る
。
附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１５号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
に
お
け
る
災
害
警
備
活
動
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２５年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
９
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
幡
野

徹
第
９
条
第
１
項
中
「
警
察
署
長
は
、
」
を
「
警
察
本
部
長
は
第
２０条

第
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
災
害
警

備
本
部
の
要
員
及
び
第
２１条

第
１
項
の
災
害
警
備
部
隊
の
隊
員
に
、
警
察
署
長
は
」
に
改
め
、
「
管
轄
区
域

内
の
」
を
削
る
。

第
１８条

第
４
項
を
削
る
。

第
３３条

に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑽
職
員
の
安
否
確
認

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

七


